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労災保険は､本来､労働者の負傷､疾病､障

害､死亡等に対して保険給付を行う制度ですが､

労働者以外の方のうち､その業務の実情､災害

の発生状況などからみて､特に労働者に準じて

保護することが適当であると認められる一定の

方に対して特別に任意加入を認めているのが､

特別加入制度です｡

このパンフレットは､4種類の特別加入のうち､

一人親方等の特別加入について､その加入者の

範囲､加入手続､加入時健康診断､業務上外の

認定基準 (保険給付の対象となる災害の範囲)

などに関して特に留意していただきたい事項を

説明していますので､特別加入を希望する方は

もちろんのこと､すでに特別加入されている方

もご一読いただき､特別加入制度についてご理

解いただきますようお願いします｡



i己特別加入者の範囲について

ド 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事

業に従事する方 (以下 ｢一人親方等｣といいます｡)のうち､次の種類の事業を行う方が特別加

入できます｡ 

①	 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方 (個人タクシー業者

や個人貨物運送業者など) 

② 建設の事業を行う方 (大工､左官､とびの方など) 
③	 漁船による水産動植物の採揃の事業を行う方 (漁船に乗 り組んでその事業を行

う方に限ります｡) 

④ 林業の事業を行う方 
⑤	 医薬品の配置販売 (薬事法第 30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をい

います｡)の事業を行う方 
⑥ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集､運搬､選別､解体等の事業を行う方

匝 特別加入の手掛 こついて

一人親方等としての加入要件を満たす方が特別加入する場合､一人親方等の団体 (注)

の構成員として特別加入することとなりますが､一人親方等の団体は､所轄の労働基準監

督署長 (以下 ｢署長｣といいます｡)を経由して都道府県労働局長 (以下 ｢局長｣とい

います｡)に ｢特別加入申請書 (一人親方等) (以下 ｢申請書｣といいます｡)｣を提

出し､承認を受ける必要があります｡ 

(注)一人親方等の団体について

一人親方等の特別加入については､一人親方等の団体を事業主､一人親方等を労働者とみ

なして労災保険の適用を行うこととなりますが､この一人親方等の団体として認められるため

には､次の要件を満たすことが必要です｡ 

① 一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること｡ 

①	 その団体が法人であるか否かは問いませんが､構成員の範囲､構成員である地位の得喪の手

続などが明確であること｡その他団体の組織､運営方法などが整備されていること｡ 

③ その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること｡ 
④	 その団体の事務体制､財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認

められること｡ 

(9 その団体の地区が､その主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第 6集
第2項第 4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること｡



特別加入の申請を行う際には､特別加入を希望する方の業務の具体的な内容､業務歴及

び希望する給付基礎 日額等を申請書に記入し､署長を経由して局長に加入申請を行い局長

の承認を得るという手続が必要となります｡

申請書の記載については､ 11ページの記載例を参考にしてください｡

また､給付基礎 日額については､5ページを参照してください｡ 

( 申請書には､ 規約等の目的､組織､運営などを明ら∋ 一人親方等の団体における定款､

かにする書類と業務災害の防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置及び一人

親方等が守るべき事項を定めた書類を添付しなければならないこととされています｡ 

(参 ｢特別加入予定者の氏名｣欄は､一人親方等として特別加入を予定している方全

員の氏名を記載してください｡ 

(彰 ｢業務又は作業の具体的内容｣欄は､災害が発生 したとき､労災保険給付の対象

となるか否かを判断するうえで重要な項目ですので､担当業務の具体的内容を明確

に記載してください｡ 

④	 ｢特定業務との関係｣欄は､特別加入者として従事する業務が欄内のイから二ま

でに掲げる特定業務のいずれかに該当する場合には､その該当する特定業務の記号

を○で囲み､いずれにも該当しない場合には､ホを○で囲んでください｡また､特定

業務のいずれかに該当する場合には､｢業務歴｣欄にその該当する特定業務に従事し

た最初の年月を上段に､特定業務に従事した期間の合計を下段に記載してください｡

特別加入の申請に対する局長の承認は､当該申請の日の翌日から起算 して 14日の範囲

内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります｡

すでに特別加入を承認されている方の氏名や業務内容等に変更があった場合､一人親

方等の団体は､｢特別加入に関する変更届 (中小事業主等及び一人親方等) (以下 ｢変更

届｣といいます｡)｣を署長を経由して局長に提出することが必要です｡

変更届の記載については､1 2ページの記載例を参考にしてください｡

すでに特別加入を承認されている一人親方等の団体において､新たに一人親方等として

特別加入を希望する方が生じた場合､当該団体は､申請書ではなく変更届を署長を経由

して局長に提出してください｡

また､当該団体においてすでに特別加入を承認されている方の一部が特別加入者とし

ての要件に該当しなくなった場合にも､変更届を提出することが必要です｡

新たに特別加入を希望する方については､｢特別加入者の異動 (新たに特別加入者

になった者)｣欄に必要な事項を記載してください｡

また､当該団体においてすでに特別加入を承認されている方の一部が特別加入者と

しての要件に該当しなくなった場合には､｢特別加入者の異動 (特別加入者でなくな

った者)｣欄に必要な事項を記載してください｡

特別加入の変更届出に対する局長の変更決定は､当該変更届出の日の翌日から起算して 

14日の範囲内において変更届出を行う方が変更を希望する日となります｡



E)加入時健康診断について


特別加入を希望する一人親方等のうち､別表 1に記載されている｢特別力口入予定者の業務の

種類｣欄に応じて､それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には､特別力口

別表 1 加入時健康診断が必要な業務の種類

特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に従事 した期間 (通算期間 ) 実施すべき健康診断

粉 じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断

振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断

鉛業務 6か月 鉛中毒健康診断

有機溶剤業務 6か月 有機溶剤中毒健康診断

ー 加 入 時健 康 診 断 がJ Piな場合の苧続 に? い て

特別加入を申請する一人親方等で加入時健康診断が必要な場合､一人親方等の団体は､

初めに｢特別加入時健康診断申出書 (以下 ｢申出書｣といいます｡)｣を署長に提出します｡

申出書の記載については､1 3ページの記載例を参考にしてください｡

申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる方 (以下 ｢加

入時健康診断対象者｣といいます｡)に対しては､署長から ｢特別加入健康診断指示書 
(以下 ｢指示書｣といいます｡)｣及び ｢特別加入時健康診断実施依頼書 (以下 ｢依頼

書｣といいます｡)｣が交付されます｡

加入時健康診断対象者は､指示書に記載された期間内に指示された診断実施機関で

加入時健康診断を受ける必要があります｡また､加入時健康診断を受ける際に依頼書

を当該診断実施機関に提出してください｡

なお､この場合の加入時健康診断に要する費用は国が負担しますが､交通費は自己

負担となります｡

加入時健康診断を受けた方は､当該診断実施機関が作成した健康診断証明書 (特別加入

者用)を申請書に添付し､署長に提出してください｡

じん肺健康診断を受けた場合には､じん肺の所見がないと認められた場合を除き､エ

ックス線写真を健康診断証明書に漆付することが必要です｡ 
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申出書は､申請書と同時に署長に提出することもできます｡この場合には､加入時健康

診断受診後､速やかに健康診断証明書を署長に提出してください｡

すでに特別加入を承認されている一人親方等の団体において､新たに特別加入を希望す

る方が生じた場合､加入時健康診断が必要な方については､当該団体が申出書を署長に提

出し､指示書及び依頼書が交付された後､加入時健康診断を受診し､変更届にその健康診

断証明書を添付して提出してください｡ 

(注)健康診断証明書を提出しなかったり､業務の内容や業務歴等について虚偽の申告を行った

場合には､特別加入の申請を行っても承認されなかったり､保険給付が受けられない場合があ

りますので､注意してください｡

加入時健康診断を受けた結果､

特別加入予定者がすでに疾病にかかっており､その症状又は障害の程度が一般的に就

業することが困難であって､療養に専念しなければならないと認められる場合には､従事

する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません｡

特別加入予定者がすでに疾病にかかっており､その症状又は障害の程度が当該業務から

の転換を必要とすると認められる場合には､当該業務以外の業務についてのみ特別加入が

認められることとなります｡

特別加入前の主たる要因により疾病が発症したと認められる場合には､特別加入者と

しての保険給付を受けられないことがあります｡

特別加入者に係る業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は､特別加入者とし

ての業務を遂行する過程において､当該業務に起因して発症したことが明らかな疾病に

限定されるものであり､特別加入前に発症した疾病及び特別加入前の事由により発症し

た疾病に関しては､保険給付の対象となりません｡

したがって､健康診断の結果､疾病の症状又は障害の程度が､特別加入についての制

限を行う必要のない程度であった場合であっても､加入時点における疾病の程度及び特

別加入後における有害因子へのぼく露濃度､ぱく露期間等からみて､加入前の業務に主

たる要因があると認められる疾病については､保険給付は行われません｡

E】業務災害の防止に関する措置
一人親方等の団体は､あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及

び一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません｡これらによって､当

該団体は自主的に業務災害防止に努めていただくことになります｡ 
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El給付基礎日額及び保険料について


給付基礎 日額 とは､労災保険の給付額を算定する基礎 となるものです｡特別加入を

行う方の所得水準に見合った適正な額を申請 していただき､局長が承認 した額が給付

基礎 日額となります｡

なお､決定された給付基礎 日額は､毎年6月1日から7月10日までの間に変更の申請

をすることができます｡その場合には､｢給付基礎 日額変更申請書｣を提出していた

だくことになります｡

特別加入者の保険料については､保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた

保険料率 (別表3参照)を乗 じたものとなります｡

なお､年度途中において､新たに特別加入者 となった場合や特別加入者でなくなっ

た場合には､当該年度内の特別加入月数 (1か月未満の端数があるときは､これを1か

月とします｡)に応 じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります｡

別表2 給付基礎 日額 ･保険料一覧表

年間保険料-保険料算定基礎額 ×保険料率 

保 険 料
の (例 2)個人タクシー

業者の場合
保険料率 14/1000 

1022,00円 
919,80円 
817,60円 
715,40円 
613,20円 
511,00円 
459,90円 
408,80円 
357,70円 
306,60円 
255,50円 
204,40円 
178,78円 

年 間
(例 1)建設の事業

場合
保険料率 19/1000

1387,00円 
1248,30円 
1109,60円 
970,90円 
832,20円 

ー693,50円 
624,15円 
554,80円 
485,45円 
416,10円 
346,75円 
277,40円 
242,63円 

保険料算定基礎額B-AX365日

73,000,00円 
65,700,00円 
58,400,00円 
51,100,00円 
43,800,00円 
36,500,00円
32,850,00円 
29,200,00円 
25,550,00円 
21,900,00円 
18,250,00円 
14,600,00円 
12,775,00円 

給付基礎 日額A

200,00円 
180,00円 
160,00円 
140,00円 
120,00円 
100,00円 
90,00円 
80,00円 
70,00円 
60,00円 
50,00円 
40,00円 
35,00円 

(注)年間保険料の額は､その年度における保険料算定基礎額の総額に千円未満の端数が生じると
きは端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算しますので､給付基礎日額3,500円の場合には､
特別加入者1人当たりの年間保険料の額が別表2に掲げる額と異なる場合があります｡

別表3 第二種特別加入保険料率表

特 別 加 入 の 種 類 料 率

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 14/1000
建設の事業 
漁船による水産動植物の採輔の事業 
林業の事業 
医薬品の配置販売の事業 

19/1000
46/1000
52/1000
7/1000 



____ ______

【∃補償の対象となる範囲について

特別加入している方については､業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険か

ら給付が行われます｡

＼ _⊥ ｣野人三ウシ二苧吾平ひ甲_̂警 苧撃 讐 _一

ア 免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業 (運転補助作業を

含みます｡)､貨物の積み卸し作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合

イ 突発事故 (台風､火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

㌔ _② 建設業の一人親方等 止

ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合

イ

ウ
ー■■■■
■-

請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

エ 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業 (手工具類程度のものを携行して通勤す

る場合を除きます｡)及びこれに直接附帯する行為を行う場合

オ 突発事故 (台風､火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

I._ここ-T=N..
a_
.._?-.._I-_＼｣ __ _ 戸苧準軍学.. E

水産動植物の採捕､これに直接必要な用船中の作業及びこれらに直接附帯する行為を

行う場合

最終の発地から漁船まで､又は漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合

突発事故による予定外の緊急の出勤途上

J'LLt......_∴準聖 三誓--



林業の一人親方等
l＼ _日.チ__

医薬品の配置販売業者

住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間において行う医薬品の

配置販売業務 (医薬品の仕入を含みます｡)及びこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配

置販売業務 (医薬品の仕入を含みます｡)を行うために出張する場合 (住居以外の施設にお

ける宿泊を伴う場合に限ります｡)

㌔も-⑥ 再生資源取扱業者 吸飲臥

ア 再生資源を収集､運搬､選別､解体する等の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

通勤炎害については､一般の労働者の場合と同様に取り扱われます｡

ただし､次に掲げる一人親方等については､通勤災害の保護の対象となっていません｡ 

① 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者 
① 漁船による自営漁業者

〔労災保険法上の通勤とは〕

通勤災害とは､通勤により被った負傷､疾病､障害又は死亡をいいます｡

この場合の ｢通勤｣とは､就業に関し､①住居と就業の場所との間の往復､②就業

の場所から他の就業の場所への移動､(彰赴任先住居と帰省先住居との間の移動を､合

理的な経路及び方法により行うことをいい､業務の性質を有するものを除くものとし

ています｡これらの移動の経路を逸脱 ･中断した場合は､当該逸脱 ･中断の聞及びそ

の後の移動は通勤となりません｡ただし､当該逸脱 ･中断が､日常生活上必要な行為

であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は､

合理的な経路に復した後の移動は ｢通勤｣となります｡ 

7
 



EZ保険給付･特別支給金の種類について

特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合には､所定の保険給付が行われると

ともに､これと併せて特別支給会が支給されます｡

特別加入者に係る保険給付及び特別支給金の種類については､別表4に記載されてい

るとおりです｡

別表4 保険給付 ･特別支給金一覧表

保険給付の種類注1 支 給 事 由 給 付 内 容 特別支給金( )

療養補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病 労災病院又は労災指定病院等にお 特別支給金 はあ

療養給付 について､病院等で治療する場合 ますoまた､労災病院又は労災指を受けた場合には､治療に要した りませんoいて必要な治療が無料で受けられ定病院等以外の病院において治療費用が支給されますo

休業補償給付

休業給付

業務災害又は通勤災害による傷病

の療養のため労働することができ

ない日が4日以上となった場合

休業4日目以降､休業1日につき給

付基礎日額の60%相当額が支給さ

れますd

休業特別支給金は､

休業4日目以降､

休業1日につき給 

(注2) 付基礎 日額の20%相当額が支給されますo

障害補償給付

障害給付

〔障害 (補償)年金〕

業務災害又は通勤災害による傷病

が治った後に障害等級第1級から

第7級までに該当する障害が残つ

た場合

〔障害 (補償)一時金〕

業務災害又は通勤災害による傷病

〔障害 (補償)年金の場合〕

第1級は給付基礎日額の313日分～

第7級は給付基礎日額の131日分が

支給されます○

〔障害 (補償)一時金の場合〕

第8級は給付基礎日額の503日分～

第14級は給付基礎日額の56日分が

障害特別支給金

は､第1級 342万

円～第14級8万円

､が一時金 として

支給されます○

が治った後 障害等級第8級から第14級までにに該当する障害が残った場合 支給されますo

傷病補償年金 業務災害又は通勤災害による傷病 第1級は給付基礎日額の313日分､ 傷病特別支給金

傷病年金 が療養開始後1年6か月を経過した 第2級は給付基礎日額の277日分､ は第 1級は114万

日又は同日後において(∋傷病が治 第3級は給付基礎日額の245日分が 円､第2級は107

つていないこと､②傷病による障 支給されますo 万 円､ 第 3級 は

害の程度が傷病等級に該当するこ 100万円が一時金 
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保険給付の種頬 支 給 事 由 給 付 内 容 特別支給金

遺族補償給付

遺族給付

〔遺族 (補償)年金〕

業務災害又は通勤災害により死亡

した場合 (年金額は遺族の人数に

〔遺族 (補償)年金の場合〕

遺族の人数によって支給される額

が異なりますo

遺族特別支給金

は300万円が一時

金 として支給 さ

応 じてかわります○)〔遺族 (補償)一時金〕 1の153日分又は175日分 (注3)((遺遺族族2人人のの場場合合))給給付付基基礎礎 日日額額

(彰遺族 (補償)年金を受けること の201日分

ができる遺族がいない場合 (遺族3人の場合 )給付基礎 日額 

(参遺族 (補償)年金を受けている の223日分

方が失権 し､かつ､他に遺族 (捕 (遺族4人以上の場合)給付基礎

償)年金を受けうる方がいない場 日額の245日分

合において､すでに支給された年 〔遺族 (補償)一時金の場合〕

金の合計額が給付基礎日額の1000 左欄の(彰の場合には給付基礎 日額

れますo 

自分に満たない場合 の1000日分が支給されます○(参の場合は給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます○

葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡 31万5千円に給付基礎 日額の30日 特別支給金 はあ

葬祭給付 した方の葬祭を行う場合 6れますo0日分のいずれか高い方が支給さ分を加えた額又は給付基礎日額の りませんo

介護補償給付 業務災害又は通勤災害により､障 〔常時介護の場合〕 特別支給金 はあ

介護給付 害 (補償)年金又は傷病 (補償) 介護の費用 として支 出 した額 りません○

年金を受給している方のうち､- (104,960円を上限)が支給され

定の障害を有する方で現に介護を ますが､親族等の介護を受けてい 

(注1) ｢保険給付の種類｣欄の上段は業務災害､下段は通勤災害に対して支給される保険給付です｡ 
(注2) 休業 (補償)給付については､所得喪失の有無にかかわらず､療養のため補償の対象とされ

ている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業について全部労働不能であることが

必要となっています｡ (全部労働不能とは､入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中であ

って､補償の対象とされている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務又は作業ができない

状態をいいます｡)0 
(注3) 遺族 (補償)年金の受給資格者である遺族が一人であり､55歳以上又は一定障害の妻である

場合には､給付基礎日額の175日分が支給されます｡



【]支給制限
特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが､そ

の災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合､保険料の滞納期間

中に生じた場合には､支給制限 (全部又は一部)が行われることがあります｡

E)特別加入者としての地位の消滅
 

____ 脱 準 によ り消 滅 す る場 合

一人親方等の団体は､政府の承認を受けて脱退することができますが､この脱退の申請

は､当該団体を構成する方全員を包括して行わなければなりません｡この場合､当該団体

は､署長を経由して局長に ｢特別加入脱退申請書 (中小事業主等及び一人親方等)｣を提出し､

承認を受けることが必要です｡

特別加入の脱退申請に対する局長の承認は､当該脱退申請の日から起算して14日の範囲

内において脱退を申請する方が脱退を希望する日となります｡

自動 的 に消滅 す る場 合 

_____________取 消 に よ り消 滅 する 場 合

一人親方等の団体が関係法令の規定に違反した場合には､特別加入の承認が取り消され

る場合があります｡ 
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① t≡ I フ リ ガ ナ ･- , ケンity千盲 千g ド さ7;

イ 名 称

東京産_顔孝､惨凧紅合＼

ロ 代 表 者 の 氏 名 き蛤 鼻 息＼打 診 

- 事 業 又 は 作 美 の 種 頬 建設ーの孝軒 
② 特別加入予定者 *このn-1紙に紀職しきれ'iい場合には､別称 こ記載すること○ 加入予定者数 計 30 名

整理番号 特別加入予定者の氏F, 菜 摘 又 は 作 業 の 内 省 溝 川 r繕 希望する給付.･基 石楚 目 茶貞 臓 考
A-枕又は作 zHiの則本的内宮 1特定業7.5との関係 

/ 師- 丸 本人 l 声 聯鮒 澱 ' (9AmLJ■州 川J)ズ伐 .++ 妙ブザ 経P ~寸 //:.乙CCC 
X:i, Zi年 月 

2 対 象 1稗 祈 十.L L亨栗 砂 ≡抑 jL I(ヱ7JJに:P Lせけ 祥 月 /2.C〟p＼ 

J 色名杵 本人 ガ亮土韓 6如.....礼 ■二汀lLJB. 年 月 /Z.ククC 
tイ方 .月

ダ l高級 護 4人 方 JkL線 ◎ 批':.'jL Lrt.1JJに′J-PL.lt i7=: 月 /2.iPC汐
･ガ ＼

(次下 別紙 ) 榊JJに 年 月 

tlt 年 月

･ 芸 ㌫ 孟 イ 団体の日的､組織､運営等を明 らかにする書頓 丈京薮款景rw)㈱
ロ 業務災害の防止に関する措置の内容を記載 した書頬 薄霧環紗個か塵紺 ./j 
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様式第34号の 8 (表面)

特別加入に関する変更届
労働者災害補償保険 (中小事業主等及び一人親方等)

特 別加 入脱 退 申請 書 
◎ 裏面の注意事項を読んでから記載してください｡

/L3 / クレ .9LP献 身 が ダ Ill ll

ロ 名 称 丈 禾 産 顔 景 勝 )榔 ＼

特 に宕B係入 る芸 事認 業 イ 労 働 保 険 番 号 府県 所 掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号 l 

変 更 後 の 氏 名

変史後( 〕 変更後
変更前

変~史後〔 〕 変更後

者 '<iの IL異 f?動 至 異動年月日 氏 名 異動年月日 氏 名

届宿別加･入着ののうち那に変変更更がある場場..ii⊂⊂ココ) 別 事加 項入に の関す 変る 更 変更年月日 変更を生じた者の氏名特特 (釈別たに加特別入 加者者 入にの なー｢異 た者者動 ) 異動年月 r_J 氏 名

I/1胡′βTq lL似 本人 

業務又は作業の内容業務又は作業の内容 業務歴 希望する給付基礎日額 備考

業務又は作業の異体的内容 特定業務との関係 

31真土韓 ･､鉛共析 最初に特定'1こ申BL年月/ク∠%汐に従事し/二期問の会計局 
-鉛尊称最初に特定警葦BL年月に/'{精品の会言十'年月
･､鉛英耕最初に特定賢等占 年月に従軍した期間の合計 年月

*申請の理由 (脱退の理由)

脱 の合 以下の*棚は､承認を受けた事業に係る特別加入者の全員を特別加入者でないこととする場合に限って記載することo漂場請

上記のとおり雷 雲 忘 悪 霊票 乳 仰 山 レク紺 堕 加 " ♂_メカ舛

碗 }/年 ㌃ 月 }} 日 事業主の 住所
氏 名 

車京 労働局長 殿
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特診様式第 7号

労働者災害補償保険

特別加入時健康診断申出書

労働基準監督署長殿

下記の者について健康診断証明書の提出が必要ですので､｢特別加入健康診断

指示書｣の交付をお願いします｡

平成 l/ 年

労働保険番号

事業主又は特別加入団体の住所

特P肋入体場に､その,口団の合は

主たる事務所の所在地､名称､

代表者の氏名

特別加入予定者のうち 特別加入予定 特別加入予定者の作業の内容及び作業に 左記の業務に特別加 の種規

健康診断が必要な者 年 月 日 用いる工具 (又は材料､薬品等)の名称 人前に従事 した期間 (警蓋も崇 を○)

珂L,Z丸 i/.t./ メヱエ専釆 骸如 t少年 #Z月から舛 JZ-ク年 Ly月まで イーじん肺健康診断① 振動拍害健康診断＼不r裸 ノ乙ヶ年 月間 ニ_有様溶剤中毒健康診断

年 月から年 月まで年 月問 イーじん肺健康診断ロ.垢軌障害健康診断.二.有織溶剤中等鮎壌診断

年 月から年 月まで年 月間 ィ.じん肺健康診断ニー有機溶剤中番健康診断 

13
 



なお､詳細については､最寄りの労働基準監督署へ一 

13.
2



